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※下記の内容は、2016年 10月 1日現在施行されている法律に基づいています。 

1. 採用時の説明 

 本採用拒否によるトラブルを防ぐためには、雇用契約を締結する際に、①試用期間があること、②

試用期間の勤務状況を観察して、担当する職務や職場について適格性がないと判断した場合には本採

用をしないこと、③その者に対して会社が期待している能力・役割等をできるだけ具体的に説明する

こと――が不可欠である。 

 試用期間中の社員に、「自分は試用期間中であり、適格性があることを会社に納得してもらわない

と、本採用されない」ということを認識してもらう必要がある。 

 

2. 就業規則および雇用契約書 

 就業規則に、試用期間を設けることおよびその期間はもちろん、本採用の拒否事由も定めておくこ

とが必要であり、現に多くの会社においてはそうした規定が置かれている。 

 また、労働者を雇い入れるときは、具体的な労働条件を記載した雇用契約書を労働者との間で取り

交わすべきである。将来、本採用拒否を巡って訴訟等になった場合、文書の存否が裁判所の心証形成

を左右することもあるからである。 

 

3. 注意・指導 

 試用期間が開始し、社員が職務に就いたら、上司は社員を適切に教育し、何か問題点がある場合は、

そのまま放置せず、改善するよう注意・指導すべきである。さらに、可能であれば、このままの勤務

状況では本採用は難しい旨を明確に伝えておくほうがよい。 

 上司から指導されても、まったく改善しないような社員もいるであろう。しかし、仮に将来本採用

拒否を巡って紛争になった場合、十分指導したにもかかわらず改善しなかったという事実が、本採用

拒否を有効とする方向に働く。万一の訴訟に備え、書面やメール等で指導するなどし、その証拠を残

しておくべきである。 

 また、別の設問で説明したとおり、試用期間満了時の本採用拒否にも解雇予告制度の適用がある。

したがって、使用者は、試用期間中の社員について、試用期間満了時までに改善される見込みがなく

本採用を拒否する可能性が高い場合には、解雇予告制度の要件を満たすよう準備しておくほうがよい

だろう。例えば、30日前に「本採用はしない。ただし、残りの試用期間中努力して改善した場合に

は、本採用を検討する」と伝え、解雇予告をするか、解雇予告手当の支払いを前提とした準備をして

おくべきである。 

 

4. 配置転換 

 職種限定者でない場合には、本採用拒否をする前に、他に社内に配置すべき職務がないかどうかに

ついても、一応検討しておくほうがよいだろう。 

 

5. 試用期間満了前に本採用拒否する場合の留意点 

詳細は会員コーナーで閲覧してください。 



 

 また 試用期間満了前に本採用拒否をする場合、試用期間満了時まで待ったとすれば、改善の見込

みがあったのかという点が争点となることもあり得るので、改善の見込みの有無を検討しておくこと

が必要であろう。 

 

6. 有期契約労働者に対する本採用拒否 

 本採用拒否は雇い入れ後の解雇に当たるが、有期契約労働者の解雇については、労働契約法 17条

1 項において、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなけれ

ば、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」と定められている。 

 期間の定めのない労働者の場合は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ

ない場合」に解雇が無効とされるが、有期契約労働者の場合は、上記のとおり、「やむを得ない事由」が

ない限り解雇が無効となり、期間の定めのない労働者よりも解雇が有効と判断される場合が狭いと解

されている。 

 したがって、有期契約労働者について、契約期間途中で本採用拒否をする場合には、「やむを得な

い事由」があるかどうかを慎重に判断する必要がある（リーディング証券事件 東京地裁 平 25．1．31

判決）。 

 ただ、試用期間を設けている場合と設けていない場合との間に差があるのは当然であって、同じく

有期契約者に対する解雇であっても、試用期間の途中または満了時の本採用拒否は、その期間を経過

した後の解雇に比べれば、緩やかに判断されるものと解される。言い換えれば、「やむを得ない事由」

の存在が、試用期間途中または満了時の本採用拒否の場合は、その期間経過後の解雇の場合よりも広

く認められるべきであるということである。 

 

 

 

詳細は会員コーナーで閲覧してください。 


